
  
 

 

№ ２９７ 

 

平成 28 年５月 19 日 

愛媛県高速道路 
交通安全協議会 
ＴＥＬ ( 0 8 9 ) 9 9 7 - 7 2 8 1 

ＦＡＸ ( 0 8 9 ) 9 9 7 - 7 2 8 1 

  
 

 
≪緊急対策推進期間：平成 28年５月 19日～平成 28年５月 23日≫ 

※交通死亡事故発生状況（平成 28年５月 14日～５月 18日） 
 

発生日時、場所 
道  路 

事故類型 
当  事  者 

被害 

程度 

１ 

平成 28年５月 14日（土） 

13時 18分ころ 

大洲市白滝甲 821-8 から南西

約 35ｍ先 

・県道 

・車両相互 

・正面衝突 

普通乗用車    36歳   男性 

軽四乗用車    63歳   男性 

軽四乗用車同乗者 89歳   男性 

重傷 

重傷 

死亡 

２ 

平成 28年５月 15日（日） 

３時 42分ころ 

新居浜市宇高町 5-1-40先 

・県道 

・車両相互 

・追突 

普通乗用車    33歳   男性 

第一種原付    75歳   女性 

なし 

死亡 

３ 

平成 28年５月 18日（水） 

22時 51分ころ 

松山市朝生田町 6-1-18先 

・市道 

・車両相互 

・信号交差点に

おける出合頭 

自転車      66歳   男性 

普通乗用車    57歳   男性 

死亡 

なし 

※５月 18日現在 

   本年の交通事故死者数 30人（前年比 ―２人）うち、高齢死者数 16人（前年比 ―３人） 

 

 

≪ドライバーの皆さんへ≫ 

・普段通り慣れた道路（交差点）でも、しっかりと安全確認を！ 

・いつもより（予定より）５分早く出発し、５km/h減速した走行を実践し、心と時間に余裕を持った運転を！ 

・危険予測を行いながら、あらかじめの減速、徐行、一時停止を！ 

・車に乗ったら、全席全員シートベルト、チャイルドシートの正しい着用を！ 

・交差点や横断歩道の手前では、歩行者や自転車がいないか確認するため、減速を！ 

・早朝及び夕暮れ時、夜間は「早めのライト点灯」で歩行者等の横断を予測した運転を！ 

・夜間、対向車や先行車がいないときは、ライトをハイビームにし、歩行者や自転車の早めの発見を！ 

・高齢者事故が多発。歩行中の高齢者にご注意を！ 

・体調不良時は運転を控えるか、運転の中止を！ 

・飲酒運転は絶対に「しない・させない」の徹底を！ 

 ≪歩行者や自転車利用者の皆さんへ≫ 

・道路を横断するときは、遠回りでも横断歩道や自転車横断帯を渡り、渡る際にはまず止まり、右、左、後方を 

しっかり確認し、また横断旗がある場合は必ず活用するほか、手を挙げるなど、ドライバーに知らせましょう！ 

・反射材は常に身につけ、早朝や夕暮れ時以降の外出はできる限り明るく目立つ服装を着用しましょう！ 

・自転車に乗る際は、ヘルメットを着用し、夜間は必ずライトを点灯しましょう！ 


